
 
 
 

厚木飛行場に係る告示後住宅の防音工事について 

 
 本日、防衛省南関東防衛局から、厚木飛行場に係る告示後住宅の防音工事に

ついて、別紙のとおり情報提供を受けましたので、お知らせします。 

 

本市からは、防衛省南関東防衛局に対し、新たに対象となった告示後住宅に

ついて、市民等へ対象条件を分かりやすく、十分な周知・説明を行うことを要

請してまいります。 

 

令和７年１２月１９日 
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厚木飛行場に係る 告示後住宅の防音工事について

⃝ 希望届受付期間： 令和８ 年２ 月２ 日（ 月） から 開始

告示後住宅の防音工事の実施は、 希望届の先着順ではなく 、

一定の期間内に受付し た希望届を建築年月が古い順に実施し ま す。

⃝ 防音工事を希望さ れる 方について

住宅防音工事を希望さ れる 方は、 ｢住宅防音工事希望届｣に必要事項を記入又は

入力の上、 郵送又は電子メ ールにて南関東防衛局企画部住宅防音第１ ・ ２ 課へ

提出し てく ださ い。

※ 東京都町田市については、 北関東防衛局企画部住宅防音課(TEL： 048-600-1821)にお問い合わ

せく ださ い。

⃝ 住宅防音工事希望届について

当局ホームページから ダウ ンロ ード でき ま す。

( https://w w w .m od.go.jp/rdb/s-kanto/ef fort/plan/airf ield-jutakuboun/index.htm l )

【 希望届の提出・ 問い合わせ先】

〒231-0003 横浜市中区北仲通5-57 横浜第２ 合同庁舎内

南関東防衛局 企画部 住宅防音第１ 課・ 第２ 課

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ４ ５ －２ １ １ －７ １ １ ３
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新たに対象と する 区域
S61.9.10ま で対象➡H18.1.17ま で対象

H18.1.17ま で対象 H18.1.17ま で対象

告示後住宅防音工事対象区域（ 現在）

住宅防音工事対象区域（ 第一種区域）

告示後住宅防音工事対象区域

厚木飛行場周辺における ７ ５ Ｗ以上８ ５ Ｗ未満の区域（ 下図の黄色の範囲） に所

在する 住宅に対する 防音工事は、 こ れま で昭和６ １ 年９ 月１ ０ 日ま でに建設さ れた

住宅を対象と し て実施し ていま し たが、 今般、 平成１ ８ 年１ 月１ ７ 日ま でに建設さ

れた住宅ま で対象範囲を拡大し 、 告示後住宅防音工事を実施する こ と と し ま し た。

⃝ 対象と なる 区域・ 住宅

(市別の対象範囲図)

別紙

https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/effort/plan/airfield-jutakuboun/index.html

